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高齢者高齢者高齢者高齢者数・高齢化率の推移数・高齢化率の推移数・高齢化率の推移数・高齢化率の推移

� 総人口が減少するなかで，年々，高齢化率は上昇。

� 高齢者人口は，「団塊の世代」が６５歳以上となる平成２７（２０１５）年には３３９５万人となり，その後も増加。

平成５４（２０４２）年にピークを迎え，その後は減少に転じるが高齢化率は上昇。

【出所】内閣府「平成２７年版高齢社会白書」から抜粋

＜参考＞諸外国の高齢化率（＜参考＞諸外国の高齢化率（＜参考＞諸外国の高齢化率（＜参考＞諸外国の高齢化率（2010201020102010年）年）年）年）

アメリカ 13.1％ イギリス 16.6％ フランス 16.8％ ドイツ 20.8％ 韓国 11.1％ 中国 8.4％ インド 5.1％

介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況 (1)(1)(1)(1)

※高齢化率：総人口に占める６５歳人口の割合

平成平成平成平成26262626年年年年

高齢者人口高齢者人口高齢者人口高齢者人口 3300330033003300万人万人万人万人

高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率 26.026.026.026.0％％％％
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高齢世代人口の比率の推移高齢世代人口の比率の推移高齢世代人口の比率の推移高齢世代人口の比率の推移

� 平成２７（２０１５）年には，現役世代２．３人で高齢者１人を支える社会に。

� 平成６２（２０５０）年には，現役世代１．３人で高齢者１人を支える社会の到来。

【出所】内閣府「平成２７年版高齢社会白書」から抜粋

介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況 (2)(2)(2)(2)
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介護サービス受給者数の推移介護サービス受給者数の推移介護サービス受給者数の推移介護サービス受給者数の推移

� 介護サービスの受給者数は，介護保険制度開始当

時の平成１２年度以降，年々増加し，平成２４年度には

４５８万人。

要介護（要支援）認定者数の推移要介護（要支援）認定者数の推移要介護（要支援）認定者数の推移要介護（要支援）認定者数の推移

� 要介護（要支援）認定者数は，介護保険制度開始当

時の平成１２年度以降，年々増加し，平成２７年４月末

には６０８万人。

【出所】厚生労働省「平成２７年版厚生労働白書」

介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況 (3)(3)(3)(3)

（注１） 受給者数は，各サービス間の重複利用がある。

（注２） 東日本大震災の影響により，平成２２年度の数値には福島県内５町１村の数値は

含まれていない。

平成平成平成平成24242424年年年年度度度度

受給者数受給者数受給者数受給者数 458458458458万人万人万人万人

（注） 東日本大震災の影響により，H２３．４末及びH２４．４末には，一部の自治体の数値は含まれて

いない。

【出所】厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割（平成２７年度）」

平成平成平成平成27272727年年年年4444月末月末月末月末

要介護（要支援）認定者数要介護（要支援）認定者数要介護（要支援）認定者数要介護（要支援）認定者数 606060608888万人万人万人万人
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� 過去５年間（平成１９年１０月～平成２４年９月）に介護・看護のために離職した者は約４８．７万人であり，こ

のうち，現在の就業状態が無業である者は約３６．４万人。

� 介護をしている者のうち，就業休止希望者が約１７．９万人（平成２３年１０月～平成２４年９月）おり，離職予

備軍も多い。

■介護離職ゼロに直結する緊急対策

�高齢者の利用ニーズに対応した介護サービス基盤
の確保

�求められる介護サービスを提供するための人材の育
成・確保、生産性向上

�介護する家族の不安や悩みに応える相談機能の強
化・支援体制の充実

�介護に取り組む家族が介護休業・介護休暇を取得し
やすい職場環境の整備

�元気で豊かな老後を送れる健康寿命の延伸に向け
た取組強化

�生きがいを持って社会参加したい高齢者のための多
様な就労機会の確保、経済的自立に向けた支援

介護離職者数の推移介護離職者数の推移介護離職者数の推移介護離職者数の推移

【出所】総務省統計局「平成２４年就業構造基本調査」から作成

介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況 ((((4444))))

平成平成平成平成23232323年年年年10101010月～平成月～平成月～平成月～平成24242424年年年年9999月月月月

介護離職者介護離職者介護離職者介護離職者 10.110.110.110.1万人万人万人万人

「一億総活躍社会の実現に向けて

緊急に実施すべき対策」

（平成２７年１１月２６日 一億総活躍国民会議）

新・第三の矢

安心につながる社会保障

＜平成９年１０月～平成２４年９月における５年ごとの推移＞

＜うち，平成２３年１０月～

平成２４年９月を抜き出し＞
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� 特別養護老人ホームの定員数は，年々増加し，平成２６年には５３万８９００人。

� 設置主体に制限のない有料老人ホーム，認知症高齢者グループホーム等の定員数が大幅に増加。

介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況 ((((5555))))

平成平成平成平成12年時年時年時年時 平成平成平成平成26年時年時年時年時

特別養護

老人ホーム

298,912 538,900

有料老人

ホーム

36,855 387,666

認知症高齢

者向けGH
5,450 184,500

サービス付

き高齢者向

け住宅

－ 158,579

【約1.8倍】

【約10.5倍】

【約33.9倍】

高齢者向け住まいの定員数の推移高齢者向け住まいの定員数の推移高齢者向け住まいの定員数の推移高齢者向け住まいの定員数の推移

【出所】厚生労働省「厚生労働省（老健局）の取組について」（平成２７年４月１０日）

※１：介護保険３施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」及び「介護給付費実態調査（10月審査分）【H14～】（定員数ではなく利用者数）」による。

※２：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護福祉施設サービスの利用者を合算したもの。

※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。

※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「H24社会福祉施設等調査（10/1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24は基本票の数値。

※５：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果（7/1時点）による。

※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（9/30時点）」による。
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� 特別養護老人ホームの入所申込者数は，約４２．１

万人であり，そのうち入所の必要性が高い要介護４又

は５で在宅の入所申込者数は約６．７万人。

【出所】厚生労働省「平成２６年３月２５日付け報道発表資料」

介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況 (6)(6)(6)(6)

（注１）千人未満四捨五入のため，合計に一致しないものがある。

（注２）入所申込者数は，各都道府県で把握しているものを集計したもの。

特別養護老人ホームの入所申込者の状況特別養護老人ホームの入所申込者の状況特別養護老人ホームの入所申込者の状況特別養護老人ホームの入所申込者の状況

（注１）千人未満四捨五入のため，合計に一致しないものがある。

（注２）入所申込者数は，各都道府県で把握しているものを集計したもの。

《平成２１年１２月集計》

特別養護老人ホームの入所申込者数は，４年間で約１０万人，２４％増加。

また，入所の必要性が高い要介護４又は５で在宅の入所申込者数は，４年間で約２万人，３０％増加。

� 特別養護老人ホームの入所申込者数は，約５２．４

万人であり，そのうち入所の必要性が高い要介護４又

は５で在宅の入所申込者数は約８．７万人。

【出所】厚生労働省「平成２６年３月２５日付け報道発表資料」

《平成２６年３月集計》
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� 介護職員数は，介護保険制度創設以降，１３年間で１１６万人

（約３倍）増加。

� 市区町村による介護サービス見込み量等に基づく推計に

よれば，２０２５年度に約２５３万人の需要が見込まれる。

� 国においては，需給ギャップを埋めるべく，介護人材確保

のための取組を総合的・計画的に推進。

【出所】厚生労働省「平成２７年６月２４日付け報道発表資料」

介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況 (7)(7)(7)(7)

【出所】厚生労働省「平成２７年６月２４日付け報道発表資料」

（注１） 需要見込み（約253万人）については，市町村により第６期介護保険事業計画に

位置付けられたサービス見込み量等に基づく推計。

（注２） 供給見込み（約215万人）については，現状推移シナリオ（近年の入植・離職等の

動向に将来の生産年齢人口の減少等の人口動態を反映）による推計。

介護職員数の推移介護職員数の推移介護職員数の推移介護職員数の推移 介護人材に係る需給推計介護人材に係る需給推計介護人材に係る需給推計介護人材に係る需給推計

注１） 平成21～25年度は、調査方法の変更等による回収率変動の影響を受けていることから、厚生労働省（社会･援護局）にて補正したもの。

（平成20年まではほぼ100%の回収率→ (例)平成25年の回収率：訪問介護80.5%､通所介護86.7%､介護老人福祉施設91.9%）

・補正の考え方：入所系（短期入所生活介護を除く。）・通所介護は①施設数に着目した割り戻し、それ以外は②利用者数に着目した割り戻しにより行った。

（ ①「介護サービス施設・事業所調査」における施設数を用いて補正、② 「介護サービス施設・事業所調査」における利用者数を用いて補正）

注２） 各年の「介護サービス施設・事業所調査」の数値の合計から算出しているため、年ごとに、調査対象サービスの範囲に相違があり、以下のサービスの介護職員については、

含まれていない。

（訪問リハビリテーション：平成12～24年、特定施設入居者生活介護：平成12～15年、地域密着型介護老人福祉施設：平成18年）

※ 「通所リハビリテーション」の介護職員数は、すべての年に含めていない。

注３） 介護職員数は、常勤、非常勤を含めた実人員数である。（各年度の10月1日現在）
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� 介護保険制度開始当時は約３．６兆円だった介護費用は，年々増加し，平成２８（２０１６）年度には，

約１０．４兆円。

� 介護費用の増大に伴い，介護保険制度開始当時に約３,０００円であった保険料は，現在，約５,５００円。

平成３７（２０２５）年度には，約８,２００円に増加すると推計されている。

【出所】厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割（平成２７年度）」

介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況介護分野を取り巻く状況 ((((8888))))

介護給付と保険料の推移介護給付と保険料の推移介護給付と保険料の推移介護給付と保険料の推移

２０２５年度

介護費用：約２１兆円

保険料：約８,２００円

※ 改革シナリオ

《介護費用等の見通し》

《介護費用等の推移》

平成１２年度平成１２年度平成１２年度平成１２年度 平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度

介護費用 ３．６兆円 １０．４兆円

保険料 ２,９１１円 ５,５１４円

２０２５年度の介護費用は，約

２１兆円程度と推計されている。

※2013年度までは実績であり、2014～2016年度は当初予算（案）である。

※2020年度及び2025年度の保険料は全国の保険者が作成した第6期介護保険事業計画における推計値。
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《《《《介護サービスの種類介護サービスの種類介護サービスの種類介護サービスの種類》》》》

「介護給付を行うサービス」を中心に意見を伺う予定「介護給付を行うサービス」を中心に意見を伺う予定「介護給付を行うサービス」を中心に意見を伺う予定「介護給付を行うサービス」を中心に意見を伺う予定

介護分野に関する制度介護分野に関する制度介護分野に関する制度介護分野に関する制度 (1)(1)(1)(1)

【出所】厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割（平成２７年度）」

このほか、居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給、居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業がある。
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介護分野に関する制度介護分野に関する制度介護分野に関する制度介護分野に関する制度 (2)(2)(2)(2)

【出所】厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割（平成２７年度）」

《《《《介護サービスの体系介護サービスの体系介護サービスの体系介護サービスの体系》》》》



介護分野に関する制度介護分野に関する制度介護分野に関する制度介護分野に関する制度 (3)(3)(3)(3)

11
【出所】厚生労働省「厚生労働省（老健局）の取組について」（平成２７年４月１０日）

※①・⑥→介護給付費実態調査（「定員数」の値については利用者数）、②・③→社会福祉施設等調査（基本票）、

④→厚生労働省老健局調べ、⑤→サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム調べ

高齢者向けの住まい高齢者向けの住まい高齢者向けの住まい高齢者向けの住まい
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介護介護介護介護分野分野分野分野に関する制度に関する制度に関する制度に関する制度 (4)(4)(4)(4)

＜利用手順＞＜利用手順＞＜利用手順＞＜利用手順＞

① 要介護認定申請

利用者（代行も可）が市町村（保険者）に所定の

申請書を提出する。

② 認定調査及び医師の意見書

申請を受けた市町村は，認定調査（利用者の

心身の状況等に関する調査）を実施すると同時

に医師の意見書を取得する。

③ 要介護認定

認定調査の結果等を踏まえた一次判定を経て，

介護認定審査会による要介護度の判定（二次判

定）が行われ，市町村が要介護認定を行う。

④ 介護サービス計画書（ケアプラン）の作成

介護サービスを利用する場合にはケアプランが

必要であり，一般的に要介護度等に応じて次の

者が作成する。

⑤ 介護サービスの利用開始

【出所】厚生労働省ウェブサイト

※「要介護」（居宅）：居宅介護支援事業者

（施設）：施設の介護支援専門員

※「要支援」：地域包括支援センター

①

②

③

④

介護サービスの利用手順①介護サービスの利用手順①介護サービスの利用手順①介護サービスの利用手順①＜現行＞＜現行＞＜現行＞＜現行＞
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介護介護介護介護分野分野分野分野に関する制度に関する制度に関する制度に関する制度 (5)(5)(5)(5)

＜＜＜＜利用手順＞利用手順＞利用手順＞利用手順＞

① 市町村窓口（地域包括支援センター）に相談

相談を受けた担当者が「チェックリスト」による

質問・チェックを実施するなどして，利用可能サー

ビスの区分の振り分けを行う。

（総合事業）

⑦ 介護予防ケアマネジメント

利用者の居住地を管轄する地域包括支援セン

ターが，（介護予防・生活支援）サービス事業対

象者の介護予防ケアマネジメントを行い，ケアプ

ランを作成する。

⑧ サービス事業の利用開始

【出所】厚生労働省ウェブサイト

（前ページの現行利用手順に同じ）

② 要介護認定申請

③ 認定調査及び医師の意見書

④ 要介護認定

⑤ ケアプランの作成

⑥ 介護サービスの利用開始

①

②

③

④

⑤

⑦

介護サービスの利用手順②介護サービスの利用手順②介護サービスの利用手順②介護サービスの利用手順②＜介護予防・日常生活支援総合事業実施後＞＜介護予防・日常生活支援総合事業実施後＞＜介護予防・日常生活支援総合事業実施後＞＜介護予防・日常生活支援総合事業実施後＞
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介護介護介護介護分野分野分野分野に関する制度に関する制度に関する制度に関する制度 (6)(6)(6)(6)

14【出所】厚生労働省ウェブサイト

介護報酬支払いの流れ
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介護介護介護介護分野分野分野分野に関する制度に関する制度に関する制度に関する制度 ((((7777))))

15
【出所】厚生労働省「厚生労働省（老健局）の取組について」（平成２７年４月１０日）

地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム
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【受入れ対象施設】

介護福祉候補者の受入れ施設は，次の範囲とされている。

・定員３０名以上の特別養護老人ホーム等の介護施設

・上記施設と同一敷地内において，一体的に運営されている

介護施設（通所介護，短期入所生活介護等） 等

【就労範囲】

訪問系サービスについては，介護福祉士の就労範囲の対象

外とされている。

【受入れ対象施設】⇒次の施設等に範囲を拡大することが適当

・定員３０名以上の特定施設入居者生活介護の指定を受けた

事業所

・定員３０名以上の特別養護老人ホーム等の介護施設と同一

敷地内において，一体的に運営されている定員２９名以下の

地域密着型介護老人福祉施設 等

【就労範囲】

活躍の場を広げていくことが適当であるが，様々な意見がある

ことから引き続き検討

介護分野に関する制度介護分野に関する制度介護分野に関する制度介護分野に関する制度 (8)(8)(8)(8)

（注）厚労省検討会とは，「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」のこと。

経済連携協定（経済連携協定（経済連携協定（経済連携協定（EPAEPAEPAEPA））））

現行制度 改正の方向性（厚労省検討会（注））

・ 開発途上国等の外国人を一定期間（最長３年）産業界に受け入れて，産業上の技能・技術・知識を習得してもらう制度。

・ 技能実習生（在留資格「技能実習」を持つ者）は，平成２６年末時点で約１７万人が滞在。

技能実習技能実習技能実習技能実習

介護分野の職種については制度の対象外。

・ インドネシア，フィリピン及びベトナムの３か国から介護福祉士候補者（平成２７年度には累積で２,１０６名）を受入れ。

・ 在留期間（４年）の間，介護施設等で就労を行い，国家試験の合格を目指して研修を受け，合格した場合（平成２３年度までに

入国した者６２２名のうち累計で３１７名が合格）は介護福祉士として就労が可能。

現行制度

介護分野の職種追加に向け，具体的な制度設計を進めることと

し，介護固有の具体的方策を併せ講じることなどにより，新たな

技能実習制度の施行と同時に職種追加を行うことが適当。

改正の方向性（厚労省検討会（注））

外国人介護人材の受入れ外国人介護人材の受入れ外国人介護人材の受入れ外国人介護人材の受入れ



介護介護介護介護分野分野分野分野に関する制度に関する制度に関する制度に関する制度 ((((9999))))

17【出所】厚生労働省「平成２６年度第１回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会（平成２６年１０月２８日）」参考資料２

介護介護介護介護ロボットロボットロボットロボットの開発支援の開発支援の開発支援の開発支援


